
 

 

 

 

会社分割に関する事後備置書類 

 

 

 

 

 

ユニ・チャーム株式会社 

ユニ・チャームプロダクツ株式会社 

 

 

 

 

 

 



 2024 年 5 月 1 日 

吸収分割に係る事後備置書類 

（会社法第 791 条第１項第１号および会社法施行規則第 189 条 に定める書面） 

愛媛県四国中央市金生町下分１８２番地 

ユニ・チャーム株式会社 

代表取締役 高原 豪久 

 

愛媛県四国中央市金生町下分１３０番地 

ユニ・チャームプロダクツ株式会社 

代表取締役 矢野 正典 

 

ユニ・チャーム株式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）とユニ・チャーム株式

会社の 100％子会社であるユニ・チャームプロダクツ株式会社（以下「吸収分割承継会

社」といいます。）との間で、2023 年 2 月 22 日付吸収分割契約に基づき、2024 年 5 月

１日を効力発生日として行われた、吸収分割承継会社が、吸収分割会社が営むペットケ

ア製品の製造に事業に関する権利義務を承継する吸収分割（以下「本件吸収分割」とい

います。）を実施いたしました。本件吸収分割に関する会社法第 791 条第１項第１号お

よび会社法施行規則第 189 条ならびに会社法第 801 条第３項第２号に定める事後開

示事項は、下記のとおりです。 

 

 

 



１． 組織再編が効力を生じた日（会社法施行規則第 189 条第 1 号） 

2024 年 5 月 1 日 

当初契約上は、2024 年１月 1 日を効力発生日と定めておりましたが、諸事情によ

り 2024 年 5 月 1 日に変更いたしました。なお、当該変更については 2023 年 12 月

21 日付にて両社で覚書を取り交わし、同日開催の両社の取締役会にて承認されてお

ります。 

 

２. 吸収分割会社における会社法第 784 条の２の規定による請求に係る手続の経過、な

らびに第 785 条、第 787 条および第 789 条の規定による手続の経過（会社法施行規

則第 189 条第２号）  

（１）反対株主の差止請求手続について（会社法第 784 条の２） 

吸収分割会社においては、本件吸収分割は、会社法第 796 条第２項の規定に基づく簡

易分割であるため、該当事項はありません。 

（２）反対株主の株式買取請求手続について（会社法第 785 条）  

吸収分割会社においては、本件吸収分割は、会社法第 796 条第２項の規定に基づく簡

易分割であるため、吸収分割承継会社の株主による株式の買取請求はありません。 

（３）新株予約権買取請求手続について（会社法第 787 条）  

吸収分割会社は、新株予約権を発行していないため、会社法第 787 条の規定による手



続は行っていません。  

（４）債権者異議手続について（会社法第 789 条）  

本件吸収分割における吸収分割承継会社への債務の承継は、重畳的債務引受の方法に

より行っているため、吸収分割会社においては会社法第 789 条の規定による手続は省

略しております。 

 

３. 吸収分割承継会社における会社法第 796 条の２の規定による請求に係る手続の経

過、ならびに 第 797 条および第 799 条の規定による手続の経過（会社法施行規則第

189 条第３号）  

（１）反対株主の差止請求について（会社法第 796 条の２）  

吸収分割承継会社においては、本件吸収分割は、会社法第 796 条第２項の規定に基づ

く簡易分割であるため、該当事項はありません。  

（２）反対株主の株式買取請求手続について（会社法第 797 条） 

吸収分割承継会社においては、本件吸収分割は、会社法第 796 条第２項の規定に基づ

く簡易分割であるため、吸収分割承継会社の株主による株式の買取請求はありません。 

（３）債権者異議手続について（会社法第 799 条）  

吸収分割承継会社は、会社法第 799 条第２項の規定に従い、2023 年 11 月 1 日付の

官報において、また、会社法第 799 条第 3 項の規定に従い電子公告の方法において、



債権者に対し本件吸収分割に対する異議申述の公告を行いましたが、申述期限までに

同条第１項の規定による異議申述を行った債権者はいませんでした。 

 

４. 本件吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義

務に関する事項（会社法 施行規則第 189 条第４号） 

吸収分割承継会社は、本件吸収分割の効力発生日をもって、本件吸収分割に基づき、

吸収分割会社の本件吸収分割対象事業に関する権利義務を承継しました。なお、吸収

分割承継会社が、吸収分割会社から承継した資産および負債の概算額はそれぞれ以下

のとおりです。 

承継資産の額：10,549 百万円 

承継負債の額：12,804 百万円 

 

５. 会社法第 921 条の変更の登記（吸収分割による変更の登記）をした日（会社法施行

規則第 189 条第５号） 

2024 年 5 月 2 日（予定） 

以上 


